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教職魅力化・働き方改革トータル広報支援事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、教職魅力化・働き方改革トータル広報支援事業業務の受託候補者を

公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託業務の概要 

教職魅力化・働き方改革トータル広報支援事業業務委託仕様書のとおり。 

 

３ 委託業務に関する予算額（契約上限額） 

  金２，３００千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

  ※上記上限額とは別に、契約手続きにおいて予定価格を設定します。 

 

４ プロポーザル申込み 

  プロポーザルへの参加を希望される場合は、参加申込書（様式１）を令和８年６月 26

日（金）午後４時までにメールにて提出ください。（電話で着信確認をしてください。） 

 

５ プロポーザルの参加資格、条件等  

（１）優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること。  

（２）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。  

（３）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。  

（４）次のいずれにも該当しない者。  

ア 役員等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しく

は常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者。  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れる者。  

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者。  

エ 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したと認められ

る者。  
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オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れる者。  

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している

と認められる者。  

 

６ 企画書等の提出  

プロポーザル参加申込書を提出した者は、仕様書を踏まえ、次のとおり企画提案書等

を提出すること。  

（１）提出期限   

 令和８年７月６日（月）午後４時（必着）  

（２）提出方法  

    ファイル形式は PDF とし、「10 問い合わせ先」に記載のアドレスへ電子メールにて

ご提出ください（必ず電話で到着の確認をお願いします。）  

（３）提出書類  

次の①～③の書類を提出すること。  

①企画提案書（任意様式）  

・別紙仕様書を参照の上、詳細な企画内容を提案すること。広告宣伝については、広告

手法、広告期間、費用対効果等の詳細を記載すること。なお、本委託業務の目的、趣

旨に沿った提案であり、委託金額の上限の範囲内であれば、独自要素として実施項目

を追加して差し支えない。  

②経費見積書（任意様式）  

・本委託業務の実施に伴うすべての経費を算出し、見積書を提出すること。また、経費

の内訳が具体的にわかるように記載すること。  

③業務実施体制報告書（任意様式）  

・会社等の業務概要  

・責任者氏名及び職務経歴、人員配置・実施体制など  

・過去の類似事例の受注実績  

（４）質問及び回答     

・委託業務に関する質問は、令和８年６月２２日（月）午後４時（必着）まで受け付け

るものとし、受け付けた質問に関する回答は令和８年６月２３日（火）までに全ての

参加者に通知をする。なお、質問は電子メールによるものとする。（電話及び口頭に

よる質問は受け付けない。）  

 

７ 審査方法及び審査基準  

（１）審査方法  

プレゼンテーションによる審査を行い、委託候補者を決定する。ただし、応募者が多

数であった場合には、書類選考による一次審査を行ったうえで、プレゼンテーションに
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参加する者を制限する場合がある。  

① プレゼンテーションの日時  

後日参加企業に個別に連絡する。 

② プレゼンテーションの実施方法  

オンライン（Zoom）により実施 ※Zoom の ID は後日個別に連絡  

③ その他（予定）  

・プレゼンテーションは、参加申込書を提出された順番で実施する。  

・当日の説明は、企画提案時に提出した企画書等のみを使用するものとし、追加資料

を用いることは認めない。  

・プロポーザル参加者ごとのプレゼンテーションの持ち時間は、１社あたり 20分程 

度（説明 15分、審査員からの質疑応答５分）とする。  

（２）審査基準  

次の項目等により審査します。 

審査基準・審査の視点 配点 

・仕様書の内容を満たしているか。事業の目的や趣旨に沿う提案内容と

なっているか。 

25点 

・教職に対する漠然とした不安を払拭する具体的な工夫がなされてい

るか。 

25点 

・広告手法ごとに適切な目標項目や目標値が設定されているか。 

・ターゲットに広く情報発信ができる内容となっているか。 

・ターゲットの行動変容につながる提案がなされているか。 

25点 

・委託事業を効果的に行うことのできる人員体制・スケジュールとなっ

ているか。 

15点 

・提案内容に見合った見積り金額か。 

・経費配分が妥当なものとなっているか。 

10点 

合 計 100点 

 

（３）審査結果 

後日書面で採否のみ通知します。審査結果に対して異議申し立てはできないものと

します。 

 

８ その他  

（１）提出案は、参加業者１社につき１案とします。  

（２）次に掲げるものの提案は、無効とします。  

  ①所定の期日及び場所に提出しなかったもの。  

  ②今回のプロポーザルに関する条件又はあらかじめ指示した事項に違反したもの。  

（３）プロポーザルへの参加、企画提案に要するすべての費用は、参加者負担とします。  
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（４）委託候補者と県は、内容を別途協議の上、契約を締結します。（委託業務の実施に

際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものではありません。

委託候補者と県は、企画提案の内容をもとにして、その実施内容の詳細や業務履行

に必要な具体的な条件などの協議を行い、調整が整った場合に、随意契約の手続き

を行うものです。）  

（５）委託業務の著作権は、県に属するものとします。  

（６）受託者は、委託事業を実施するにあたり、業務上知りえた秘密を他に漏らし、又は

自己の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様とし

ます。  

（７）参加申込をした後に参加を辞退する場合は、辞退届を提出してください（任意様

式）。  

 

９ 今後のスケジュール（予定）  

（１）質問受付期限       令和８年６月２２日（月）午後４時 

（２）質問の回答           令和８年６月２３日（火）まで 

（３）参加申込         令和８年６月２６日（金）午後４時 

（４）書類提出期限         令和８年７月６日（月）午後４時  

（５）プレゼンテーション     令和８年７月中旬  

（６）契約の締結        令和８年７月中旬 

 

10 問い合わせ先 

  富山県教育委員会教職員課企画管理係 森本・中瀬  

  〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7 

  TEL:076-444-3439  FAX:076-444-9619 

  E ﾒｰﾙ：akyoshokuin@pref.toyama.lg.jp 


